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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波診断装置により取得される被検体のボリュームデータを前記被検体に予め設定さ
れた被検体座標系に対応付けて記憶する記憶手段と、
　超音波探触子の位置及び傾きを検出するセンサの検出値に基づいて、前記超音波探触子
により撮像される超音波断層像のスキャン面の座標を前記被検体座標系に対応付けて算出
する算出手段と、
　前記超音波断層像のスキャン面に対応した断層像データを前記ボリュームデータから抽
出してリファレンス断層像を再構成する抽出手段と、
　前記超音波断層像と前記リファレンス断層像を表示する表示手段とを備え、
　前記記憶手段に前記ボリュームデータが対応付けて記憶される前記被検体座標系は、撮
像される前記超音波断層像上に基準点とすべき被検体の特定部位が描出された状態の前記
超音波探触子の位置及び傾きの検出値に基づいて定義され、
　前記算出手段は、前記ボリュームデータの取得後に撮像される前記超音波断層像上に、
基準点とすべき前記被検体の特定部位が描出された状態における前記超音波探触子の位置
及び傾きの検出値に基づいて、前記ボリュームデータの取得後に撮像される前記超音波断
層像の座標系を前記ボリュームデータの前記被検体座標系に対応付けることを特徴とする
超音波診断装置。
【請求項２】
　前記被検体の特定部位は、前記被検体の剣状突起と肋骨のいずれか一方であり、該特定
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部位を前記被検体座標系の原点として設定することを特徴とする請求項１に記載の超音波
診断装置。
【請求項３】
　前記リファレンス断層像は、前記超音波断層像のスキャン面の変化に追従して表示断面
がリアルタイムに変化することを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記ボリュームデータは、前記被検体の治療前に取得されるものとし、前記超音波断層
像は、前記被検体の治療中又は治療後に撮像されることを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれかに記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　超音波診断装置に係り、時間をおいて撮像される同一部位の２つの断層像を対比して診
断するのに好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、探触子を介し被検体との間で超音波を送受し、探触子から出力され
る反射エコー信号に基づき撮像部位の断層像を再構成して表示することにより、撮像部位
を非侵襲的およびリアルタイムに診断する。
【０００３】
　このような超音波診断装置では、例えば、患部の治療効果を確認するために、治療前に
撮像された患部の断層像（以下、治療前断層像という。）と、治療中又は治療後に撮像さ
れる患部の断層像（以下、治療後断層像という。）を対比させて表示し、これにより診断
することが行われている。このような場合、通常の超音波走査においては探触子を手で把
持して操作することから、治療中又は治療後の撮像の際に、治療前の撮像時と探触子の位
置および傾きを同一に合わせることは難しい。その結果、治療後断層像と治療前断層像の
表示断面の位置及び傾きを一致させることが困難となる。
【０００４】
　そこで、表示断面の位置ズレを低減するために、治療前断層像と治療後断層像のズレを
相関指標として求め、求めた相関指標が小さくなるように探触子の位置や傾きを手動で調
整することによって、治療後断層像の表示断面を治療前断層像の表示断面に一致させるこ
とが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２０００－２００５５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１では、治療前断層像に治療後断層像を合わせるために探触子を手
動で調整するから、作業が煩雑になり時間がかかる。そこで、治療前断層像を三次元ボリ
ュームデータ（以下、ボリュームデータという。）として取得し、取得したボリュームデ
ータから治療後断層像のスキャン面に対応した治療前断層像をリアルタイムに抽出して表
示する方法が考えられる。しかし、ボリュームデータと被検体との位置座標の対応関係に
ついて配慮されていないため、治療前断層像と治療後断層像の表示断面を一致させて表示
することができない場合がある。
【０００６】
　また、ボリュームデータは、簡便性およびリアルタイム性の観点から探触子を走査させ
て取得されるが、取得されたデータは探触子の走査範囲内に限られたものになるため、探
触子の走査範囲が狭いと、治療後断層像に対応した断層データをボリュームデータから抽
出できないことがある。
【０００７】
　本発明の課題は、先に撮像された断層像と後に撮像された断層像の表示断面を容易に一
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致させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明の超音波診断装置は、超音波診断装置により取得され
る被検体の断層像のボリュームデータを被検体の予め設定された被検体座標系に対応付け
て記憶する記憶手段と、超音波探触子の位置及び傾きを検出するセンサの検出値に基づい
て、超音波探触子により撮像される超音波断層像（例えば、治療後断層像）のスキャン面
を算出する算出手段と、超音波断層像のスキャン面に対応した断層像データをボリューム
データから抽出してリファレンス断層像（例えば、治療前断層像）を再構成する抽出手段
と、超音波断層像とリファレンス断層像を表示する表示手段とを備え、前記記憶手段に前
記ボリュームデータが対応付けて記憶される前記被検体座標系は、撮像される前記超音波
断層像上に基準点とすべき被検体の特定部位が描出された状態の前記超音波探触子の位置
及び傾きの検出値に基づいて定義され、前記算出手段は、前記ボリュームデータの取得後
に撮像される前記超音波断層像上に、基準点とすべき前記被検体の特定部位が描出された
状態における前記超音波探触子の位置及び傾きの検出値に基づいて、前記ボリュームデー
タの取得後に撮像される前記超音波断層像の座標系を前記ボリュームデータの前記被検体
座標系に対応付けることを特徴とする。
 
【０００９】
　このように、記憶手段に記憶されるボリュームデータは、被検体座標系に対応付けられ
ている。また、時間間隔をおいて超音波断層像を撮像する際に、その超音波断層像の被検
体座標系を探触子の位置と傾きに基づいて特定できる。したがって、撮像された超音波断
層像のスキャン面に対応した断層像データをボリュームデータから抽出することが可能に
なる。その結果、リファレンス断層像と超音波断層像の表示断面を容易に一致させて表示
することができる。
【００１０】
　この場合において、被検体座標系については、被検体の特定部位を原点として設定する
ことができる。例えば、腹部の治療効果を判定するときは、剣状突起や肋骨を原点として
設定すればよい。これにより、超音波探触子を原点に合わせ易くなる。そして、超音波断
層像の撮像を開始する際に、超音波探触子を被検体座標系の原点に合わせることにより、
ボリュームデータ取得時と超音波撮像時における被検体座標系を容易に一致させることが
でき、超音波断層像のスキャン面に対応した断層像データの抽出処理が簡単になる。
【００１１】
　また、ボリュームデータを取得する画像撮像装置としては、簡便性およびリアルタイム
性などの観点から超音波撮像装置を適用するのが望ましいが、広範囲のボリュームデータ
を取得するときは、Ｘ線ＣＴ装置や磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）装置を用いることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、先に撮像された断層像と後に撮像された断層像の表示断面を容易に一
致させることができることから、治療前断層像と治療後断層像の断面を一致させて表示す
ることにより、患部の治療効果を判定するなど、診断を効果的に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　（第１の実施形態）　本発明を適用した超音波診断装置の第１の実施形態について図１
ないし図６を参照して説明する。図１は、本発明を適用した超音波診断装置の構成図であ
る。
【００１４】
　図１に示すように、超音波診断装置は、超音波断層像を再構成する系統と、リファレン
ス断層像を再構成する系統に大別される。超音波断層像を再構成する系統は、被検体との
間で超音波を送受する複数の振動子が例えば円弧状に配列された超音波探触子である探触
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子１０と、探触子１０に駆動信号を供給すると共に、探触子１０から出力される反射エコ
ー信号に対し増幅、アナログディジタル変換、整相加算などの処理を施す送受信部１２と
、送受信部１２から出力される反射エコー信号に基づき超音波断層像を再構成する超音波
像構成部１４と、再構成された超音波断層像を記憶する画像メモリ１６と、画像メモリ１
６から読み出される超音波断層像を表示する表示部１８を有して構成されている。
【００１５】
　探触子１０に位置センサ２０が貼り付けられている。位置センサ２０は、ベッドなどに
取り付けられたソース２２から発生する例えば磁気信号を検知する磁気センサを有して構
成されている。位置センサ２０により、ソース座標系Ｓにおける探触子１０の三次元的な
位置及び傾きが検出される。ソース座標系Ｓは、ソース２２を原点Ｓｏとする三次元直交
座標系であり、Ｘ軸を被検体が横たわるベッドの短手方向、Ｙ軸をベッドの長手方向、Ｚ
軸を鉛直方向に合わせられている。なお、ソース座標系Ｓは、三次元直交座標系に限らず
、探触子１０の位置を特定できるものであればよい。また、位置センサ２０は、磁場を利
用するものに限らず、例えば光を利用したものでもよい。
【００１６】
　一方、本発明に係るリファレンス断層像を再構成する系統は、探触子１０を超音波スキ
ャン面に対して垂直方向に走査させたときに送受信部１２から出力される３次元ボリュー
ムデータ（以下、ボリュームデータという。）を被検体に予め設定された被検体座標系Ｐ
に対応付けるボリュームデータ作成部２６と、ボリュームデータ作成部２６から出力され
るボリュームデータを記憶する記憶手段としてのボリュームデータ記憶部２８と、ボリュ
ームデータ記憶部２８のボリュームデータから所定の断層像データを抽出してリファレン
ス断層像を再構成し、再構成したリファレンス断層像を画像メモリ１６に出力する抽出手
段であるリファレンス像構成部３０などを有している。
【００１７】
　被検体座標系Ｐについては、被検体の特定部位が原点Ｐｏとして予め設定されている。
例えば、腹部の治療効果を判定するときは、剣状突起や肋骨を原点Ｐｏとして設定するこ
とができる。また、リファレンス像構成部３０により抽出される所定の断層像データとは
、走査中の探触子１０の位置及び傾きを検出する位置センサ２０の検出値に基づいて算出
される超音波断層像のスキャン面に対応したデータである。なお、ボリュームデータ記憶
部２８に入力するボリュームデータについては、別の超音波撮像装置により被検体座標系
の位置データに対応付けられたボリュームデータを取得し、取得したボリュームデータを
ネットワークを介して入力したり、あるいは、取得したボリュームデータを光磁気ディス
クなどの可般性記憶媒体を経由して入力してもよい。また、ボリュームデータ作成部２６
に、送受信部１２から出力される反射エコー信号を入力することに代えて、超音波像構成
部１４から出力される断層像データを入力してもよい。要するに、超音波断層像に相関す
るデータと被検体の位置座標を対応付ければよい。
【００１８】
　また、超音波断層像を再構成する系統を構成する各部、およびリファレンス断層像を再
構成する系統を構成する各部を制御する制御部４０が設けられている。なお、図１では、
説明の便宜上、本発明に係る指令の流れを中心に破線で示す。制御部４０は、被検体の特
定部位を原点とする被検体座標系Ｐを設定する座標系設定手段４３と、探触子１０の位置
センサ２０の検出値に基づき、探触子１０により撮像される超音波断層像のスキャン面の
座標を被検体座標系Ｐに対応付けて算出するスキャン面算出手段４５を有している。また
、制御部４０に操作卓４１からの指令が入力されるようになっている。例えば、操作卓４
１に指令を入力することにより、患部を治療する前においてはリファレンス断層像を再構
成する系統を中心に作動させる一方、治療中又は治療後においては超音波断層像を再構成
する系統を中心に作動させるなど、必要に応じて処理系を切り替えることができる。
【００１９】
　ここで、本発明に係る処理について図２ないし図４を参照して説明する。なお、患部の
治療効果を判定する例を説明するが、要は、時間をおいて撮像される同一部位の２つの断
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層像を対比して診断する場合に本発明を適用することができる。図２は、超音波撮像によ
り取得されたボリュームデータに位置データを対応づける治療前の処理を示すフローチャ
ートである。図３は、超音波撮像により撮像される超音波断層像のスキャン面に対応した
リファレンス画像を表示する治療後の処理を示すフローチャートである。図４は、図２及
び図３の処理を説明するための概念図である。
【００２０】
　図２及び図４を用いて患部（例えば、腹部の腫瘍）を治療する前の処理について説明す
る。まず、被検体に被検体座標系Ｐが初期設定される。例えば、探触子１０を被検体の体
表に接触させて走査することにより、超音波断層像がリアルタイムに表示部１８に表示さ
れる。表示された超音波断層像に被検体の特定部位（例えば、剣状突起）が描出されたと
き、描出されたときの探触子１０のソース座標系Ｓにおける位置および傾きが、位置セン
サ２０により検出される（Ｓ１０２）。なお、剣状突起が描出されたときに操作卓４１の
入力キーを押すことによって位置センサ２０の検出値を固定してもよいし、超音波断層像
の輝度分布に基づいて検出値を自動取込してもよい。検出された探触子１０の位置および
傾きを原点Ｐｏ（Ｐｘ、Ｐｙ、Ｐｚ）として、制御部４０により被検体座標系Ｐが初期設
定される（Ｓ１０４）。要するに、被検体の特定部位を客観的な基準とする被検体座標系
Ｐが設定されることになる。
【００２１】
　なお、被検体座標系Ｐは、三次元直交座標系であり、Ｘ軸を被検体が横たわるベッドの
短手方向、Ｙ軸をベッドの長手方向、Ｚ軸を鉛直方向に合わせられる。ただし、三次元直
交座標系に限らず、探触子１０の位置を特定できる座標系であればよい。設定された被検
体座標系Ｐは、制御部４０の記憶手段に保持される。
【００２２】
　次に、ボリュームデータが取得される。例えば、腹部近傍の体表に探触子１０を接触さ
せる。そのときの探触子１０の位置や傾きが位置センサ２０により検出される。検出され
た位置をボリュームデータ領域の原点Ｖｏ（Ｖｘ、Ｖｙ、Ｖｚ）として、制御部４０によ
りボリューム座標系Ｖが設定される（Ｓ１０６）。すなわち、探触子１０の走査開始点を
原点Ｖｏとするボリューム座標系Ｖが設定されることになる。ここで、ボリューム座標系
Ｖを被検体座標系Ｐと同様な直交座標系とするのが望ましいが、これに限られるものでは
ない。また、被検体座標系Ｐの原点Ｐｏからボリューム座標系Ｖの原点Ｖｏまでの位置ベ
クトル（以下、位置データＰＶという。）が算出されて制御部４０の記憶手段に記憶され
る。
【００２３】
　次に、原点Ｖｏに位置した探触子１０を超音波スキャン面に対し垂直な方向に走査する
。これによって、各走査ラインで反射エコー信号が取得される。取得された反射エコー信
号は、探触子１０の位置及び傾きに基づき三次元ボリュームデータ（以下、ボリュームデ
ータという。）として送受信部１２からボリュームデータ作成部２６に出力される（Ｓ１
０８）。そのときの探触子１０の走査範囲が、ボリュームデータ領域（SizeＸ、SizeＹ、
SizeＺ）として設定される。なお、探触子１０が蛇行して走査されたときでも、位置セン
サ２０の検出値を用いることにより、ボリューム座標系Ｖの各座標に対応させてボリュー
ムデータを取得することができる。取得されたボリュームデータは、患部（例えば、腹部
の腫瘍）に対応したデータを含んでいる。また、取得したボリュームデータのデータ数が
少ないときは、重み付け係数などに基づいて補間処理を施すことにより、データ数を増大
させることができる。
【００２４】
　次に、ボリュームデータが被検体座標系Ｐの位置データに対応付けられる（Ｓ１１０）
。例えば、ボリュームデータ作成部２６は、制御部４０から出力されるボリュームデータ
座標系Ｖの位置データ（ｘ、ｙ、ｚ）と位置データＰＶを用いて、Ｓ１０８の処理により
取得されたボリュームデータをボクセルごとに被検体座標系Ｐの各座標に対応付ける。対
応付けられたボリュームデータは、ボリュームデータ記憶部２８に格納される（Ｓ１１２
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）。
【００２５】
　図３及び図４を用いて腹部の腫瘍を治療した後の処理について説明する。なお、本処理
については、治療中に実行するようにしてもよい。まず、Ｓ１０２の処理と同様に、被検
体の剣状突起の位置を探触子１０を走査することにより、Ｓ１０４の処理で設定された被
検体座標系Ｐの原点Ｐｏに探触子１０を位置させる（Ｓ２０２）。これによって、治療後
の座標系を被検体座標系Ｐに再び合わせる（Ｓ２０４）。このとき、被検体の位置を示す
ボディーマークが、被検体座標系Ｐに対応付けられて表示部１８に表示される。表示され
たボディーマーク上に、Ｓ１０８の処理で設定されたボリュームデータ領域も表示される
（Ｓ２０６）。表示されたボリュームデータは、被検体座標系Ｐに対応しており、例えば
色づけされる。また、探触子１０の位置も、位置センサ２０の検出値に従って随時移動し
て表示される。これにより、検者は、表示画面を参照しながら、探触子１０を患部の近傍
に速やかに移動させることができる。なお、ボディーマークなどが表示されないときは、
検者の判断によって探触子１０を患部の近傍に移動させればよい。
【００２６】
　次に、ボリュームデータ領域に対し探触子１０より超音波走査が行われる（Ｓ２０８）
。超音波走査により超音波断層像（例えば、治療後断層像という。）が表示される（Ｓ２
０９）。表示された超音波断層像に患部が描出されたとき、その治療後断層像のスキャン
面が制御部４０により算出される（Ｓ２１０）。例えば、操作卓４１を介して又は自動的
に、腫瘍を描出させたときの探触子１０の位置や傾きが制御部４０に取り込まれる。取り
込まれた位置や傾きに基づいて治療後断層像のスキャン面の被検体座標系Ｐにおける座標
位置が算出される。算出されたスキャン面に対応する断層像データが、ボリュームデータ
記憶部２８のボリュームデータから抽出される（Ｓ２１２）。抽出された断層像データが
、リファレンス像構成部３０によりリファレンス断層像（例えば、治療前断層像という。
）として再構成される（Ｓ２１４）。再構成された治療前断層像は、Ｓ２１０の処理で表
示された治療後断層像と並べて同一画面に同一時に表示部１８に表示される（Ｓ２１６）
。
【００２７】
　このように本実施形態では、治療前にボリュームデータ記憶部２８に記憶されるボリュ
ームデータは、被検体座標系Ｐに対応付けられている。また、治療後断層像を撮像する際
に、その治療後断層像の被検体座標系Ｐを探触子１０の位置と傾きに基づいて特定できる
。したがって、撮像された治療後断層像のスキャン面に対応した断層像データをボリュー
ムデータから抽出することが可能になる。その結果、治療前断層像と治療後断層像の表示
断面を容易に一致させて表示することができる。すなわち、先に撮像された断層像と、時
間間隔をおいて後に撮像された断層像の表示断面を容易に一致させることができるから、
患部の治療効果を判定するなど、診断を効果的に行うことができる。
【００２８】
　また、本実施形態では、被検体座標系Ｐは、被検体の特定部位（例えば、剣状突起）を
原点として設定されている。したがって、治療前だけでなく例えば時間間隔をおいた治療
中又は治療後でも、探触子１０を原点Ｐｏに合わせることが容易になり、被検体座標系Ｐ
を正確に特定することができる。これにより、ボリュームデータ取得時（例えば、治療前
）と超音波撮像時（例えば、治療中又は治療後）における被検体座標系Ｐを一致させるこ
とができ、超音波断層像のスキャン面に対応した断層像データを抽出する処理が簡単にな
る。
【００２９】
　なお、原点Ｐｏとして設定する被検体の特定部位は、剣状突起のほか、肋骨などでもよ
く、要は、ボリュームデータと被検体との位置座標の対応関係を決める客観的な基準とな
る部位であればよい。また、治療前後の超音波断層像を対比する例を説明したが、治療前
後のカラーフローマッピング像（ＣＦＭ像）を対比するようにしてもよい。
【００３０】
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　図５は、本実施形態の効果を説明する表示画面の比較例である。図５（Ａ）は、従来の
表示例であり、図５（ｂ）は本実施形態の表示例である。図５（Ａ）に示すように、従来
では、治療前に取得されるボリュームデータと被検体との位置関係が対応付けられていな
いため、治療前断層像４２と治療後断層像４４の表示断面がずれて表示される。この点、
本実施形態によれば、図５（Ｂ）に示すように、治療前断層像４６と治療後断層像４８の
表示断面を一致して表示させることができるから、患部の治療効果を判定するなど、診断
を効果的に行うことができる。
【００３１】
　また、図５（Ａ）に示す治療前断層像４２は、静止画像として表示されるのに対し、図
５（Ｂ）に示す治療前断層像４６は、治療後断層像４８のスキャン面の変化に追従して表
示断面がリアルタイムに変化する動画像として表示される。したがって、本実施形態によ
れば、治療効果を判定できることに加えて、装置の使い勝手が向上するという効果もある
。なお、本実施形態では、複数の振動子が円弧状に配列されたコンベックス型の探触子１
０を用いているため、図５の各断層像は扇形に表示されているが、リニア型やセクタ型の
探触子を用いたときでも同様の効果を得ることができる。
【００３２】
　図６は、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）の一例である。図６に示すよ
うに、ＧＵＩは、被検体の特定部位の検出処理の開始又は終了を指示するレジストレーシ
ョンボタンと、ボリュームデータを取得するために処理系統として超音波断層像を再構成
する系統からリファレンス断層像を再構成する系統に切り替える切替えボタンと、ボリュ
ームデータの保存又は取得を指示するボリューム読込ボタンと、超音波撮像を開始するス
タートボタンと、リアルタイムにスキャン面が変わる治療後断層像５４を所望のスキャン
面で停止させるフリーズボタンを有している。これにより、検者は、表示されたＧＵＩを
介してインタラクティブに治療前にボリュームデータを取得できたり、あるいは、治療後
断層像を撮像できるため、装置の使い勝手が向上する。また、ボリュームデータ領域をＲ
ＯＩ情報として位置やサイズを表示してもよい。
【００３３】
　（第２の実施形態）　本発明を適用した超音波診断装置の第２の実施形態について図７
を参照して説明する。本実施形態が第１の実施形態と異なる点は、治療前にボリュームデ
ータを超音波走査により取得することに代えて、Ｘ線ＣＴ装置や磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）
装置を用いてボリュームデータを取得することにある。したがって、第１の実施形態と同
一の部分については説明を省略し、相違点について説明する。
【００３４】
　図７は、本実施形態の超音波診断装置の構成図である。図７に示すように、画像診断装
置６０によりボリュームデータを取得し、取得したボリュームデータをボリュームデータ
作成部２６に出力している。画像診断装置６０として、例えばＸ線ＣＴ装置や磁気共鳴撮
像（ＭＲＩ）装置などを用いることができる。
【００３５】
　このように超音波撮像装置に代えて、例えばＸ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置などを適用した
場合、図２のＳ１０２の処理においては、表示画像を参照して剣状突起を検出できる。例
えば、Ｘ線ＣＴ装置により被検体の診断画像が撮像される。撮像された診断画像上に剣状
突起が描出されたとき、描出された剣状突起の位置を例えば操作卓４１のポインティング
デバイスで指示することにより、剣状突起の位置が特定される。そして、特定された剣状
突起を原点Ｐｏとする被検体座標系Ｐが設定される。設定された被検体座標系Ｐの座標位
置にボリュームデータの各ボクセルが対応付けられる。他の処理については、基本的に第
１の実施形態と同様である。なお、剣状突起の座標位置の検出については、画像の輝度分
布に基づく画像処理により自動検出してもよい。
【００３６】
　本実施形態によれば、治療前に取得するボリュームデータの領域は、例えば超音波走査
により取得するときよりも広範囲にできる。したがって、例えば患部が被検体の複数部位
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、各患部について治療後断層像に対応する治療前断層像を的確に再構成でき、しかも表示
断面を一致させることができる。したがって、第１の実施形態の効果に加えて、診断をよ
り一層効果的に行うことができる。また、各患部についての治療前後の断層像を表示部１
８の表示画面に並べて同一時に表示することにより、各患部の治療効果の差異を比較する
ことができる。
【００３７】
　以上、第１及び第２の実施形態に基づいて本発明を説明したが、これに限られるもので
はない。例えば腹部の腫瘍の治療効果を判定する例を説明したが、様々な患部の治療効果
判定に本発明を適用できる。また、治療効果の判定に限らず、例えば時間をおいて病症の
進行具合を比較するときなど、先に撮像された断層像と後に撮像された断層像の表示断面
を一致させるときに本発明を適用することができる。
【００３８】
　また、動きを伴う部位（例えば、心臓や血管）の治療効果を判定する場合は、ボリュー
ムデータの各ボクセルに被検体の座標位置を対応付けることに加えて、各ボクセルに動き
情報（例えば、心時相データ、脈波）を関連付けることが望ましい。これにより、患部の
形状が時間的に変化するときでも、同一時相又は同一脈波における治療前後の断層像を表
示することができる。
【００３９】
　また、治療前断層像と治療後断層像を並べて表示することに代えて、治療前断層像と治
療後断層像の差分を求め、求めた差分を表示したり、あるいは、求めた差分に対応する画
像を色づけして表示してもよい。また、一方の断層像の色相データを変えて半透明の断層
像とし、半透明の断層像を他の断層像に重ねて表示することもできる。これにより、治療
効果の判定が一層容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明を適用した一実施形態の超音波診断装置の構成図である。
【図２】超音波撮像により取得されたボリュームデータに位置データを対応づける治療前
の処理を示すフローチャートである。
【図３】超音波撮像により撮像される超音波断層像のスキャン面に対応したリファレンス
画像を表示する治療後の処理を示すフローチャートである。
【図４】図２及び図３の処理を説明するための概念図である。
【図５】従来の表示例と本発明を適用した実施形態の表示例である。
【図６】グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）の例である。
【図７】本発明を適用した他の実施形態の超音波診断装置の構成図である。
【符号の説明】
【００４１】
１０　探触子
１２　送受信部
１４　超音波像構成部
１６　画像メモリ
１８　表示部
２０　位置センサ
２６　ボリュームデータ作成部
２８　ボリュームデータ記憶部
３０　リファレンス像構成部
４０　制御部
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